
 

 

次期国民健康づくり運動プラン・兵庫県健康づくり推進実施計画（第 3次）について 

 

１ 次期国民健康づくり運動プラン 

（１） 次期プランのビジョンと方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

※計画期間は、令和 6年度～令和 17年度の 12年間 

出典：次期国民健康づくり運動プランに係る自治体向け説明会資料 



 

（２） 次期プランの新たな視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 取り組み分野・領域 
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出典：次期国民健康づくり運動プランに係る自治体向け説明会資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 主な目標 
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出典：次期国民健康づくり運動プランに係る自治体向け説明会資料 



 

２ 兵庫県健康づくり推進実施計画（第 3次について） 

（１）基本的な考え方 

  「健康づくり推進実施計画」は、兵庫県健康づくり推進条例において、健康づくりの基本である「健康づくり推

進プラン」に基づく実施計画として位置づけられていることから、次期計画は兵庫県健康づくり審議会で審議さ

れ令和 4年度に策定された「健康づくり推進プラン（第 3次）」の柱立てに合わせたものとする。 

（２）計画の目標項目 

 次期計画の目標項目は、2 次計画の目標項目の進捗状況や国のプランで示される目標項目等も勘案し設定

することとし、新たな取組に関連するものや健康づくりをより一層推進するため必要となる目標項目は、次期計

画に盛り込んでいく。 

（３） 計画期間  

国プランの計画期間は、令和 6 年度から令和 17 年度までの 12 年間とされている。また、計画開始後 6 年を

目途に中間評価が予定されているため、県計画の終期は国プランの中間評価年次と整合を図ることとし、令和

11年度までとする。 

 

 

出典：兵庫県 「令和４年度第 1回兵庫県健康づくり審議会」資料 


